
－ 1 －

　
竹
内
　
雅
之
　
提
出
　
学
位
申
請
論
文
（
課
程
博
士
）

　
　
『
神
社
祭
式
の
研
究
』
審
査
要
旨

　
　
　
　
　

論
文
の
内
容
の
要
旨

　
本
論
文
は
明
治
初
年
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
、
神
社
祭
式
の
歴
史
的
な
展
開
に
伴
い
、
「
神
社

祭
式
」
が
ど
の
よ
う
な
変
遷
過
程
を
経
て
今
日
に
至
っ
た
か
、
そ
の
道
筋
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
で
あ
る
。「
神
社
祭
式
」
を
真
正
面
か
ら
研
究
対
象
に
取
り
上
げ
、「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」

が
今
日
の
形
態
を
整
え
る
ま
で
、
そ
の
見
通
し
を
提
示
す
る
意
欲
的
な
論
考
で
、
三
部
八
章

か
ら
成
る
。

　
第
一
部
は
、
明
治
八
年
の
式
部
寮
達
「
神
社
祭
式
」
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
明
ら
か
に
す

る
。
ま
ず
元
年
、
「
神
社
は
国
家
の
宗
祀
」
の
根
本
義
に
立
ち
、
畿
内
に
集
中
す
る
官
幣
社
か

ら
全
国
へ
と
広
が
り
、
東
京
中
心
の
考
え
に
基
づ
い
て
、
中
央
・
地
方
の
官
員
に
よ
っ
て
祭

祀
が
執
行
さ
れ
た
。
同
四
年
に
「
四
時
祭
典
定
則
」
「
地
方
祭
典
定
則
」
を
定
め
て
、
神
祇
寮
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や
式
部
寮
の
官
員
た
ち
は
改
暦
前
後
に
あ
っ
て
祭
祀
実
践
を
痛
感
し
、
同
六
年
の
「
官
幣
諸

社
官
祭
式
」
「
官
国
幣
社
祈
年
祭
式
」
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
例
祭
と
祈
祭
式
と

は
、
神
社
祭
式
の
両
輪
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
後
者
の
八
年
に
成
っ
た
「
神
社
祭
式
」
は
、
我
国
初
め
て
の
包
括
的
な
規
則
で
あ
り
、
そ

の
背
景
を
宮
内
庁
所
蔵
の
『
祭
式
』
（
四
冊
）
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
式
部
寮
の
官
員
が
作
成

し
た
草
案
、
宮
内
庁
蔵
「
祭
式
」
四
冊
を
元
に
し
て
、
そ
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
「
神
社
祭
式
」
は
元
始
祭
を
主
た
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
神
饌
の
品
目
・
数
量
を
定
め

て
い
る
。
し
か
し
官
国
幣
社
の
祭
式
を
定
め
る
に
留
ま
り
、
府
県
社
以
下
の
費
用
負
担
が
困

難
な
状
況
で
あ
っ
た
。

　
第
二
部
は
、明
治
四
十
年
の
内
務
省
告
示
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
の
成
立
を
詳
し
く
述
べ
、

大
正
三
年
の
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
や
同
九
年
の
「
明
治
神
宮
例
祭
式
」
か
ら
、
同
十
五

年
の
「
勅
祭
社
例
祭
式
」
を
明
ら
か
に
す
る
。
殊
に
皇
典
講
究
所
が
調
査
報
告
書
と
し
て
纏

め
た
『
神
社
祭
式
作
法
取
調
案
』『
神
社
祭
式
行
事
作
法
書
』（
共
に
神
社
本
庁
所
蔵
）
を
考

察
し
、
同
四
十
年
の
内
務
省
告
示
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
の
制
定
過
程
を
具
体
的
に
明
ら
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か
に
す
る
。

　
大
正
期
の
祭
祀
制
度
に
つ
い
て
、
先
学
が
「
皇
室
祭
祀
令
」
「
神
社
祭
祀
令
」
の
制
定
を
論

究
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
と
明
治
三
十
年
代
の
礼
典
調
査
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
明
治
四
十
年
の
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
と
大
正
三
年
の
内
務

省
令
「
神
社
祭
式
」
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
際
、
幾
重
に
も
階
層
化
さ
れ
た
関

係
法
令
に
は
、
祭
式
用
語
の
定
義
が
不
可
欠
と
な
る
。
小
野
祖
教
が
先
鞭
を
つ
け
、
大
正
三

年
の
祭
式
・
行
事
・
作
法
の
定
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
明
治
四
十
年
の
内
務
省
よ
り
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
を
制
定
す
る
の
は
、
官
国
幣
社
、

殊
に
府
県
社
以
下
の
行
事
作
法
に
区
々
た
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
一
定
に
す
る
こ
と
が
目

標
で
あ
っ
た
。
当
時
の
内
務
省
神
社
局
の
官
僚
に
と
っ
て
、
神
社
中
心
主
義
と
い
う
べ
き
思

潮
で
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
思
潮
に
対
し
て
、
佐
伯
有
義
は
「
自
ら
敬
神
の

熱
情
な
く
」
と
官
僚
批
判
を
止
め
な
か
っ
た
が
、
大
正
三
年
の
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
に

お
け
る
行
事
作
法
の
規
格
化
、
特
に
大
祭
・
中
祭
・
小
祭
に
区
分
し
、
同
時
に
斎
戒
規
定
の

厳
重
な
制
定
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
。
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そ
う
し
た
分
析
の
た
め
、
「
祭
式
」
「
行
事
」
「
作
法
」
の
定
義
化
を
め
ざ
し
て
、
礼
典
研
究

と
関
連
法
が
整
備
さ
れ
る
中
で
概
念
が
次
第
に
確
立
さ
れ
、
そ
の
動
き
は
今
日
ま
で
続
い
て

い
る
と
い
う
。
ま
た
祭
祀
を
大
祭
・
中
祭
・
小
祭
に
分
け
て
、
そ
の
式
次
第
を
「
大
祭
式
」「
中

祭
式
」
「
小
祭
式
」
と
規
格
化
さ
れ
、
大
正
三
年
の
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
と
し
て
結
実
し

た
と
み
る
。
さ
ら
に
皇
典
講
究
所
で
行
わ
れ
た
意
見
交
換
の
具
体
例
と
し
て
、
講
究
所
と
神

宮
司
庁
と
の
間
で
議
論
が
尽
く
さ
れ
た
。
法
令
の
整
合
性
は
皇
室
と
神
社
の
関
係
で
も
図
ら

れ
、
よ
り
密
接
に
関
係
を
も
つ
明
治
神
宮
や
勅
祭
社
の
例
祭
式
に
も
影
響
を
与
え
た
と
い
う
。

　
明
治
末
年
か
ら
大
正
期
の
祭
祀
制
度
に
つ
い
て
、「
皇
室
祭
祀
令
」「
神
社
祭
祀
令
」
の
制

定
を
論
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
と
明
治
三
十
年
代
の
礼
典
調
査

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
調
査
し
、
明
治
四
十
年
の
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
と
大
正
三
年
の

内
務
省
令
「
神
社
祭
式
」
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
。
つ
ま
り
明
治
末
年
か
ら
大
正
期
の

祭
祀
制
度
を
た
ど
り
、「
皇
室
祭
祀
令
」
「
神
社
祭
祀
令
」
の
制
定
を
論
究
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
階
層
化
さ
れ
た
関
係
法
令
で
は
、
祭
式
用
語
の
定
義
が
不
可
欠
と
な
る
。
小
野
祖
教

が
先
鞭
を
つ
け
た
が
、
大
正
三
年
の
祭
式
・
行
事
・
作
法
の
定
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
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い
る
。

　
第
三
部
で
は
昭
和
前
期
に
皇
典
講
究
所
で
進
め
ら
れ
た
礼
典
調
査
を
め
ぐ
っ
て
、
「
特
殊
祭

儀
取
調
」
に
関
し
て
叙
述
し
た
。
皇
典
講
究
所
は
神
社
祭
式
と
雑
祭
式
に
も
、
共
に
等
し
く

公
的
な
性
格
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
作
業
は
未
完
に
な
り
終
っ
た
と
い
う
。
こ
の
中

で
平
岡
好
文
著
『
雑
祭
式
典
範
』
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
る
。

　
最
終
章
で
は
昭
和
十
七
年
に
行
わ
れ
た
「
神
祇
院
改
正
の
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
の
問
題

を
取
上
げ
、
皇
典
講
究
所
の
果
た
し
た
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
。
青
戸
波
江
・
金
光
慥
爾
の

努
力
に
よ
り
「
祭
場
の
座
位
」
の
問
題
が
整
理
さ
れ
、
現
行
の
規
則
の
規
則
に
な
り
、
御
扉

の
開
閉
に
際
し
て
警
蹕
が
廃
せ
ら
れ
た
が
、
戦
後
に
な
っ
て
復
活
し
た
の
で
あ
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　
本
論
文
は
明
治
四
年
以
降
、
大
正
・
昭
和
期
に
い
た
る
近
代
の
神
社
祭
式
の
形
成
過
程
を

跡
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
四
年
以
降
を
対
象
と
す
る
と
は
い
え
、
導
入
へ
の
目
配
り

が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
導
入
と
し
て
明
治
四
年
以
前
の
元
年
三
月
、
王
政
復
古
の
大
号
令
に
続
い
て
、
神

仏
分
離
令
が
出
さ
れ
た
。
中
古
以
来
の
神
仏
関
係
を
否
定
し
て
、
神
道
の
独
自
性
を
発
揮
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
十
一
月
に
は
「
新
嘗
祭
ノ
事
由
」
が
諭
告
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
四
年
五

月
に
は
太
政
官
か
ら
「
神
社
ノ
儀
ハ
国
家
ノ
宗
祀
」
に
つ
き
、
神
職
を
精
撰
補
任
す
べ
し
と

布
告
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
史
実
か
ら
「
明
治
の
理
念
」
を
高
く
掲
げ
て
、
祭
式
の
制
定
過
程

を
研
究
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
を
前
置
き
と
し
て
六
年
に
改
暦
が
あ
り
、
旧
二
月
四
日
に
「
官
幣
諸
社
官
幣
式
」
が

策
定
さ
れ
、
例
祭
と
祈
年
祭
と
は
、
神
社
祭
祀
の
両
輪
と
な
っ
て
ゆ
く
。
や
が
て
そ
の
上
に

元
始
祭
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
祭
祀
の
主
眼
が
鮮
や
か
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

国
民
教
化
と
も
相
俟
っ
て
力
説
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
祭
祀
の
主
眼
が
明
確
に
な
る
こ
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と
は
、
神
社
存
立
の
根
本
を
究
明
す
る
上
で
、
ま
こ
と
に
意
義
ぶ
か
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
論
文
の
特
徴
は
『
祭
祀
録
』
『
祭
典
録
』
な
ど
、
宮
内
庁
所
蔵
の
一
次
資
料
に
遡
り
、
そ

の
検
討
を
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
ろ
う
。
「
四
時
祭
典
定
則
」
を
背
後
か
ら
裏
付
け
る
た
め
、

両
記
録
に
官
員
の
動
向
を
さ
ぐ
り
、
官
幣
社
の
例
祭
励
行
で
は
幾
多
の
困
難
が
見
ら
れ
る
と

指
摘
し
て
、
一
社
限
り
の
祭
典
執
行
に
留
ま
っ
た
理
由
を
究
明
し
て
い
る
。

　
規
程
・
法
令
に
定
め
る
祭
礼
用
語
を
究
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
階
層
構
造
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
祭
式
・
行
事
・
作
法
の
語
義
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
小

野
祖
教
氏
が
口
火
を
切
り
、
今
日
な
お
も
続
け
ら
れ
て
い
る
大
切
な
作
業
で
あ
る
。
祭
式
と

は
祭
祀
に
お
け
る
動
作
次
第
の
全
体
を
指
し
、
行
事
と
は
祭
員
・
参
列
者
が
行
う
動
作
次
第

の
部
分
、
作
法
と
は
個
人
が
行
う
部
分
を
称
す
る
。
今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
研
究
が

不
可
欠
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
詳
細
な
図
式
化
は
、
筆
者
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
と
見
受
け
ら
れ
る
。
掲
出
さ
れ
た

二
十
七
図
表
の
内
、
祈
年
祭
次
第
・
同
幣
持
、
「
祭
式
」
の
目
録
・
祭
日
・
特
徴
、
元
始
祭
、

新
嘗
祭
式
、
祭
祀
と
神
饌
の
対
応
、
例
祭
式
な
ど
、
そ
の
比
較
・
検
討
に
新
展
開
を
み
せ
て
、
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大
い
に
論
述
を
補
っ
て
い
る
所
で
あ
る
。

　
近
代
の
神
社
祭
祀
の
研
究
を
謳
う
以
上
、
神
饌
・
祝
詞
も
触
れ
て
い
る
が
、
「
幣
帛
」
と
共

に
神
社
祭
祀
の
重
要
事
項
で
あ
る
「
玉
串
」
に
も
、
言
及
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
例
え
ば
神
宮
の
古
儀
で
は
祭
主
以
下
、
宮
司
・
禰
宜
が
太
玉
串
を
捧
げ
て
参
進
し
、

祭
儀
の
冒
頭
に
お
い
て
こ
れ
を
奉
奠
す
る
が
、
太
玉
串
の
神
霊
的
な
性
格
を
よ
く
伝
え
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
拝
礼
の
添
え
物
と
い
う
解
釈
が
今
日
の
も
の
で
、
全
国
神
社
で
は
宮
司

祝
詞
に
続
い
て
玉
串
を
奉
奠
し
、
そ
の
上
で
拝
礼
す
る
こ
と
を
通
例
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
大
正
九
年
の
内
務
省
令
「
明
治
神
宮
例
祭
式
」
で
は
、
幣
帛
供
進
使
の
祝
詞
奏
上

に
引
続
い
て
、
玉
串
拝
礼
を
行
っ
て
い
る
。
神
宮
か
ら
神
社
に
お
け
る
玉
串
を
眺
め
て
、
こ

の
間
に
お
け
る
「
神
霊
の
依
代
」
か
ら
「
拝
礼
の
添
物
」
と
い
う
変
化
を
、
法
令
上
で
確
認

す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
皇
典
講
究
所
や
神
宮
司
庁
に
お
け
る
祭
式
改
正
調
査
に
光
を
当
て
、
そ
の
争
点
を

明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
、
研
究
の
独
自
性
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。

　
明
治
四
十
年
の
「
神
社
祭
式
行
事
作
法
」
の
策
定
に
あ
た
り
、
礼
典
調
査
の
過
程
で
神
宮
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司
庁
と
の
交
渉
が
み
ら
れ
た
。
神
宮
三
節
祭
に
用
い
ら
れ
る
「
八
度
拝
」
と
は
、
石
壺
に
お

け
る
朝
廷
奉
祈
の
最
高
作
法
で
あ
る
が
、
一
拝
を
添
え
る
の
を
「
啓
の
余
り
」
と
神
宮
古
伝

承
に
お
い
て
伝
え
て
き
た
所
は
、
神
秘
的
に
し
て
至
重
の
事
柄
で
あ
る
。
『
延
暦
儀
式
帳
』
か

ら
幾
代
の
年
中
行
事
を
辿
り
な
が
ら
、
祭
儀
の
核
心
に
至
っ
た
こ
と
は
精
力
的
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
皇
典
講
究
所
の
特
殊
祭
儀
の
取
調
べ
に
お
い
て
、
平
岡
好
文
は
雑
祭
式
の
実
践
と
研

究
に
身
を
捧
げ
て
、
昭
和
七
年
に
は
八
十
余
種
に
及
ん
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
靑
戸
波
江
・
金

光
慥
爾
が
左
右
尊
卑
の
考
え
か
ら
座
位
を
考
究
し
、
開
扉
に
と
も
な
い
警
蹕
を
掛
け
る
こ
と

な
ど
、
今
日
に
つ
な
が
る
成
果
と
数
え
ら
れ
る
。
皇
典
講
究
所
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
成
果

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
近
代
神
道
史
の
立
場
か
ら
は
帰
す
る
と
こ
ろ
、
神
社
祭
祀
と
宮
中
祭
祀
と
の
間
に
有
機
的

な
連
関
を
創
出
で
き
な
か
っ
た
と
、
か
ね
て
か
ら
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
こ
う

し
た
見
解
に
対
す
る
筆
者
自
身
の
所
見
が
、
些
か
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
惜
し
ま
れ
て
な
ら

な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
本
論
文
は
、
積
み
残
し
た
様
々
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
従
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来
あ
ま
り
参
照
さ
れ
な
か
っ
た
基
礎
資
料
を
用
い
て
、
近
代
祭
式
の
整
備
過
程
を
辿
っ
た
研

究
史
的
な
意
義
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。
よ
っ
て
本
論
文
の
提
出
者
竹
内
雅
之
は
、
博
士 

（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
せ
ら
れ
る
資
格
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
三
日

主
　
査
　
　
國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

　
　
中
　
西
　
正
　
幸
　
㊞
　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
武

　
田

　
秀

　
章

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
茂

　
木

　
貞

　
純

　
㊞
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竹
内
　
雅
之
　
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　
左
記
三
名
が
各
専
門
分
野
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
学
力
確
認
の
試
験
を
行
っ
た
結
果
、
博
士 

（
神
道
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
る
学
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

　
　
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
学
力
確
認
担
当
者

主
　
査

　
　
國
學
院
大
學
大
学
院
客
員
教
授

　
　
中
　
西
　
正
　
幸
　
㊞
　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
武

　
田

　
秀

　
章

　
㊞

　

副
　
査

　
　
國

學

院

大

學

教

授
　
　
茂

　
木

　
貞

　
純

　
㊞

　


